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総務委員会会議録 

 

令和３年１２月１５日 水曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ０時１０分閉議（実時間１２４分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１３２号・令和３年度八代市一般会

計補正予算・第８号（関係分） 

１．議案第１５８号・令和３年度八代市一般会

計補正予算・第９号（関係分） 

１．議案第１３７号・令和３年度八代市ケーブ

ルテレビ事業特別会計補正予算・第１号 

１．議案第１４２号・契約の変更について（八

代市新庁舎建設工事） 

１．議案第１４３号・指定管理者の指定につい

て（八代市有線テレビジョン放送施設等） 

１．議案第１５２号・八代市行政手続等におけ

る情報通信の技術の利用に関する条例の一

部改正について 

１．所管事務調査 

 ・行財政の運営に関する諸問題の調査 

 ・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調

査 

 （八代市中期財政計画等について） 

 （第２次八代市総合計画第２期基本計画の策

定について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  古 嶋 津 義 君 

副委員長  髙 山 正 夫 君 

委  員  田 方 芳 信 君 

委  員  橋 本 貴 喜 君 

委  員  堀   徹 男 君 

委  員  村 川 清 則 君 

委  員  山 本 敬 晃 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 財務部長       尾 﨑 行 雄 君 

  財務部次長     岩 瀬 隆 敏 君 

  契約検査課長    岩 崎 伸 一 君 

  財政課長      續   良 彦 君 

  財政課長補佐    吉 永 千 寿 君 

 総務企画部 

  デジタル推進課長  鋤 田 敦 信 君 

  デジタル推進課長補佐  田 中 博 之 君 

  企画政策課長    辻 田 美 樹 君 

 建設部 

  新庁舎建設課長   豊 田 浩市郎 君 

                              

○記録担当書記     村 上 政 資 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（古嶋津義君） それでは、定刻とな

り、定足数に達しましたので、ただいまから総

務委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

 なお、令和２年７月豪雨に関する特別委員会

の設置に伴い、令和２年７月豪雨に関連する予

算、事件、条例案等につきましては、特別委員

会に付託となりますので、御承知おき願いま

す。 

                              

◎議案第１３２号・令和３年度八代市一般会計

補正予算・第８号（関係分） 

○委員長（古嶋津義君） それでは、 初に予

算議案の審査に入ります。 

 まず、議案第１３２号・令和３年度八代市一

般会計補正予算・第８号中、当委員会関係分を

議題とし、説明を求めます。 
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○財務部長（尾﨑行雄君） 皆様、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）財務部の尾﨑でございます。 

 本日、総務委員会に付託されました議案につ

きまして、まず、議案第１３２号・令和３年度

八代市一般会計補正予算・第８号の歳入及び歳

出の議会費と総務費並びに追加提案の議案第１

５８号・令和３年度八代市一般会計補正予算・

第９号の歳入を、岩瀬財務部次長が説明いたし

ます。 

 次に、議案第１３７号・令和３年度八代市ケ

ーブルテレビ事業特別会計補正予算・第１号及

び事件議案の議案第１４２号と１４３号並びに

条例議案第１５２号の４つの議案につきまして

は、関係各課長が説明いたしますので、よろし

くお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、歳入及び

歳出の第１款・議会費、第２款・総務費につい

て、財務部岩瀬財務部次長から説明を願いま

す。 

○財政部次長（岩瀬隆敏君） おはようござい

ます。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）財務部の岩瀬でございます。よろしくお願

いいたします。失礼しまして着座にて説明させ

ていただいてよろしいでしょうか。 

 それでは、お手元のタブレットにて、議案第

１３２号・令和３年度八代市一般会計補正予

算・第８号をお願いします。総務委員会付託分

について説明いたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 画面上、紙を印刷したイメージで表示してお

りますので、１ページの右下にですね、１ペー

ジというふうに表示しております。偶数ページ

につきましては右上にページ数を表示しており

ますので、このページ数で申し上げます。 

 まず、１ページの、まず、第１条、歳入歳出

予算の総額でございますが、歳入歳出それぞれ

９億３９８０万円を追加し、補正後の総額を歳

入歳出それぞれ７０５億８０３０万円としてお

ります。 

 また、第２条で繰越明許費の補正を、第３条

で債務負担行為の補正、第４条で地方債の補正

をお願いしておりますが、内容につきましては

５ページから１１ページにかけて記載した表で

説明いたします。 

 それでは、５ページをお願いいたします。 

 まず、第２表、繰越明許費補正でございます

が、本年度内の完了が見込めない事業につい

て、繰越明許費の設定を行っております。 

 上段の款２・総務費から項１・総務管理費の

市庁舎管理運営事業３７９万３０００円でござ

います。これは、仮設庁舎のリース料の 終支

払いを仮設庁舎解体撤去後としているところ、

解体工事の年度内完了が困難となったため繰り

越すものでございます。 

 次の款３・民生費、項１・社会福祉費の総合

福祉センター管理運営事業１５３０万円は、総

合福祉センターに設置された集中管理方式によ

る空調設備が老朽化で故障し、修理不能となっ

たため、新たに個別空調機器を設置するもの

で、年度内完了が困難となり繰り越すものでご

ざいます。 

 次の款５・農林水産業費、項１・農業費の農

業水路等長寿命化防災・減災事業１１９９万円

は、昭和同仁町の排水路工事において、予定し

ていた作物の植付変更による工事工程の再調整

をしたものの、稲刈り後の残渣処理や露地野菜

の作付等に伴い、標準工期が確保できないため

繰り越すものでございます。 

 次の款７・土木費、項２・道路橋梁費のう

ち、道路維持事業２１００万円及び市内一円道

路改良事業１億２７８万５０００円は、市道温

泉センター線で事業計画承認後の発注となるこ

と、永碇町高島町線で地元との協議に日数を要

したことや、新牟田西牟田線など、ほかの工事

との現場ふくそうで、工事発注まで日数を要し
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たこと等により、年度内完了の工期が確保でき

ないため、繰り越すものでございます。 

 次の項３・河川費の土砂災害危険住宅移転促

進事業３００万円は、年度内での移転先の住宅

の完成が難しく、年度内での補助金の支払いが

困難となったため繰り越すものでございます。 

 次の項５・都市計画費の都市公園安全・安心

対策緊急支援事業３９９０万７０００円は、入

札不調による工期見直しや資材調達に遅れが発

生したことにより、年度内完了の工期が確保で

きないため繰り越すものでございます。 

 次の項６・住宅費の災害公営住宅整備事業

（豪雨災害）５８００万円は、災害公営住宅建

設に伴う用地取得、実施設計等において、年度

内完了の工期が確保できないため繰り越すもの

でございます。 

 次の款９・教育費、項７・社会教育費の社会

教育施設解体事業（豪雨災害）２億５０４５万

９０００円は、藤本社会教育センターや中津道

社会教育センターの建物の解体で、年度内完了

の工期が確保できないため繰り越すものでござ

います。 

 ６ページをお願いします。 

 款１０・災害復旧費、項１・農林水産業施設

災害復旧費のうち、農業施設災害復旧事業（豪

雨災害）１億２４３９万５０００円、林道施設

災害復旧事業（豪雨災害）５億５７８２万８０

００円及び林道施設災害復旧事業５３００万円

は、入札不調による設計及び工期等の見直し

や、国・県や移転補償などの協議に日数を要し

たこと、林道坂本山江線等３路線において、工

法等の変更が生じたことなどにより、年度内完

了の工期が確保できないため繰り越すものでご

ざいます。 

 次の項２・公共土木施設災害復旧費のうち、

道路橋梁施設災害復旧事業１億２７００万円及

び河川施設災害復旧事業６８００万円は、令和

３年５月の梅雨前線豪雨により被災した市道八

八重～四方田線や、令和３年８月の大雨により

被災した東陽地区の座連川及び泉地区の栗木川

において、災害査定が１０月から１１月であっ

たことのほか、令和２年７月豪雨災害復旧工事

との調整などにより、年度内完了の工期が確保

できないため繰り越すものでございます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 第３表、債務負担行為補正でございますが、

１項目めの八代市泉地域福祉センター等福祉施

設管理運営委託は、指定管理者への委託を行う

もので、委託先を社会福祉法人八代市社会福祉

協議会とし、期間を令和３年度から令和６年度

まで、限度額を６６９８万４０００円としてお

ります。 

 次の八代市がらっぱ広場及びこいこい広場管

理運営委託は、指定管理者の委託先をまちなか

活性化協議会とし、令和３年度から令和６年度

まで、限度額を１１１万３０００円としており

ます。 

 次の八代市日奈久温泉施設「ばんぺい湯・東

湯」管理運営委託は、指定管理者の委託先を一

般社団法人八代弘済会とし、令和３年度から令

和６年度まで、限度額を６９００万円としてお

ります。 

 次の八代市産地形成促進施設東陽交流センタ

ー「せせらぎ」及び八代市農林水産物等直売施

設「菜摘舘」管理運営委託は、指定管理者の委

託先を株式会社東陽地区ふるさと公社とし、令

和３年度から令和６年度まで、限度額を３７８

６万６０００円としております。 

 次の八代市体育施設管理運営委託は、指定管

理者の委託先をＮＰＯ法人八代市体育協会と

し、令和３年度から令和８年度まで、限度額を

３億７１５４万円としております。 

 次のやつしろ市議会だより作成経費から、３

ページ飛びますが、１０ページ一番下の空調設

備保守点検業務委託（東陽スポーツセンター及

び東陽コミュニティセンター）まで、議会費３
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件、総務費１２件、民生費２件、衛生費７件、

土木費３件、教育費１２件の総数３９件は、年

度当初に履行を開始する契約案件のうち、契約

事務に支障を来すおそれのある案件でございま

して、より確実で速やかな年度当初からの履行

開始に備えるため、３月中に契約締結まで行え

るよう債務負担行為の設定を行うもので、期間

をおおむね令和３年度から令和４年度までとし

ておりますが、８ページ、２項目めの空調設備

保守点検業務委託（千丁支所）は令和６年度ま

で、同じく８ページ、下から２つ目の公立保育

園保育業務支援システム運用保守業務委託は令

和８年度まで、また、１０ページ２項目めの八

代市立小・中・特別支援学校情報教育システム

リース経費（第１系統）は令和９年度までと

し、それぞれ期間及び限度額を設定しておりま

す。 

 １１ページをお願いします。 

 第４表、地方債補正でございますが、上段の

表、１、追加の社会教育施設解体事業では、限

度額を２億２１６０万円としております。 

 次の表の２、変更ですが、公営住宅整備事業

では１億９００万円に１３７０万円を追加し、

補正後の限度額を１億２２７０万円、次の災害

復旧事業では８２億５８４０万円に３９３０万

円を追加し、補正後の限度額を８２億９７７０

万円としております。なお、詳しい内容は後ほ

ど歳入、款２２・市債で説明いたします。 

 続きまして、歳入の内容を説明します。 

 １５ページをお願いします。 

 款１１、項１、目１、節１・地方交付税で１

７１６万３０００円を追加しておりまして、今

回の補正予算の一般財源でございます。 

 次の款１５・国庫支出金、項１・国庫負担

金、目２・衛生費国庫負担金、節１・保健衛生

費負担金で、新型コロナウイルスワクチン接種

対策費負担金１億１７１８万２０００円を追加

しております。これは、新型コロナウイルスワ

クチンの３回目の追加接種を実施するために要

する経費に係る国の負担金で、交付率は１０分

の１０でございます。 

 次の目３・災害復旧費国庫負担金、節１・公

共土木施設災害復旧費負担金のうち、道路橋梁

施設災害復旧費負担金２２０１万１０００円

は、令和３年５月の梅雨前線豪雨により被災し

た市道八八重～四方田線における１０月災害査

定を経た災害復旧工事の増額分、河川施設災害

復旧費負担金３４６８万４０００円は令和３年

８月の大雨により被災した東陽地区の座連川及

び泉地区の栗木川における１１月の災害査定を

経た災害復旧工事に係る国の負担金で、いずれ

も交付率は６６.７％でございます。 

 次の項２・国庫補助金、目３・衛生費国庫補

助金、節１・保健衛生費補助金のうち、疾病予

防対策事業費等補助金２８２万９０００円は、

マイナンバー制度を活用した検診情報のマイナ

ポータルでの閲覧や新型インフルエンザ等特別

措置法等に基づく予防接種の情報連携を開始す

るためのシステム改修に要する経費に係る国の

補助金で、交付率は３分の２でございます。 

 その下、新型コロナウイルスワクチン接種体

制確保事業費補助金９０８５万１０００円は、

新型コロナウイルスワクチンの３回目の追加接

種に要する経費に係る国の補助金で、交付率は

１０分の１０でございます。 

 １６ページをお願いします。 

 次の目４・土木費国庫補助金、節３・住宅費

補助金のうち住宅建設費補助金４３５０万円

は、災害公営住宅建設に伴う、用地取得費や測

量設計等に要する経費に係る国の補助金で、交

付率は４分の３でございます。 

 その下、住宅管理費補助金１２９７万１００

０円は、災害公営住宅建設予定地内にある中津

道社会教育センターの体育館の解体に要する経

費に係る国の補助金で、交付率は２分の１でご

ざいます。 
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 次の項３・委託金、目２・民生費委託金、節

１・社会福祉費委託金で、国民年金費委託金１

９万８０００円は、国民年金法改正により、令

和４年４月から、国民年金手帳に代えて基礎年

金番号通知書が交付されることに伴うシステム

改修に要する経費に係る国の委託金で、交付率

は１０分の１０でございます。 

 次の款１６・県支出金、項２・県補助金、目

４・農林水産業費県補助金、節１・農業費補助

金のうち、いぐさ・畳表生産体制強化緊急対策

事業補助金２２０万円は、鏡地区の管理組合が

ハーベスタ１台を導入する経費の一部を補助す

る県の補助金で、補助率は補助対象経費の１０

分の１０でございます。 

 その下、担い手づくり総合支援交付金３７２

３万６０００円は、令和２年７月豪雨で被災し

たキクラゲ栽培農業者が生産施設復旧に要する

経費の一部を補助する県の交付金で、補助率は

６２分の４２でございます。 

 その下、畑作構造転換事業補助金７３１万１

０００円は、千丁地区の事業者がバレイショ重

量選別機導入に要する経費の一部を補助する県

の交付金で、補助率は補助対象経費の１０分の

１０でございます。 

 次の目８・災害復旧費県補助金、節１・農林

水産業施設災害復旧費補助金で、林道施設災害

復旧費補助金１億８５５９万８０００円は、令

和２年７月豪雨で被災した林道坂本山江線等３

路線や、令和３年８月の大雨で被災した林道泉

五木線等４路線の災害復旧工事の一部を補助す

る県の補助金で、補助率は被災の度合いに応じ

て１０分の８、１０分の９.７、１０分の９.９

６でございます。 

 １７ページをお願いします。 

 款１８、項１・寄附金、目３・衛生費寄附

金、節１・保健衛生費寄附金で新型コロナウイ

ルス感染症対策寄附金５００万円を追加してお

ります。これは、新型コロナウイルスワクチン

の３回目の追加接種を実施するために要する経

費のうち、補助対象とならない被接種者送迎業

務委託に係る経費に充てるものでございます。 

 次の目６、節１・災害復旧費寄附金で豪雨災

害給付金１６９７万７０００円を追加しており

ます。これは、災害公営住宅建設に伴う経費の

うち、市債対象外の経費等に充てるものでござ

います。 

 次に、款１９・繰入金、項１・基金繰入金、

目１、節１・地域福祉基金繰入金で１５３０万

円を追加しております。これは、総合福祉セン

ターの空調機器設置について係る経費に充てる

ものでございます。 

 次の目１７、節１・八代市スポーツ振興基金

繰入金で１０５万円を追加しております。これ

は、令和４年２月に予定されているＪＴＢバド

ミントンＳ／Ｊリーグ２０２１熊本大会の開催

に伴い、新型コロナウイルス感染症対策とし

て、チームごとの選手控室を設置する経費など

に充てるものでございます。 

 次に、款２０、項１、目１、節１・繰越金で

４７１３万９０００円を追加しておりまして、

今回の補正予算の一般財源でございます。 

 １８ページをお願いします。 

 款２１・諸収入、項４、目５、節８・雑入の

うち、自治総合センターコミュニティ助成金３

５０万円は、一般財団法人自治総合センターの

コミュニティ助成金を活用して、鏡町区、高下

西町第二町内会が行う備品整備等に要する経費

の一部を助成するものでございます。 

 その下、経営継承・発展支援事業補助金２５

０万円は、全国農業会議所の経営継承・発展支

援事業補助金を活用し、農業後継者が経営を発

展させるため、機械装置等の導入に要する経費

の一部を補助するもので、松高地区１件、金剛

地区１件、鏡地区３件が採択されたものでござ

います。 

 次の款２２、項１・市債、目６・土木債、節
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５・住宅債で災害公営住宅整備事業１３７０万

円は、災害公営住宅建設に伴う測量設計等に要

する経費に充てるもので、充当率１００％の公

営住宅建設事業債でございます。 

 次の目８・教育債、節５・社会教育債で社会

教育施設解体事業２億２１６０万円は、災害公

営住宅建設予定地内にある藤本社会教育センタ

ー、中津道社会教育センターの解体に要する経

費に充てるもので、充当率９５％の合併特例債

でございます。 

 次の目９・災害復旧債、節１・農林水産業施

設災害復旧債で林道施設災害復旧事業１１１０

万円は、令和２年７月豪雨で被災した林道坂本

山江線等３路線や令和３年８月の大雨で被災し

た林道泉五木線等４路線の災害復旧工事に要す

る経費に充てるもので、充当率９０％の災害復

旧事業債でございます。 

 その下、節４・公共土木施設災害復旧債のう

ち、道路橋梁施設災害復旧事業１０９０万円

は、令和３年５月の梅雨前線豪雨により被災し

た市道八八重～四方田線における災害復旧工事

の増額分、また、河川施設災害復旧事業１７３

０万円は、令和３年８月の大雨により被災した

東陽地区の座連川及び泉地区の栗木川における

災害復旧工事に要する経費に充てるもので、い

ずれも充当率１００％の災害復旧事業債でござ

います。 

 以上が歳入の説明でございます。 

 続きまして、１９ページをお願いします。 

 歳出でございます。まず、人件費以外につい

て説明いたします。 

 下の表の下から２つ目になります。款２・総

務費、項１・総務管理費、目５・企画費では、

自治総合センターコミュニティ助成事業として

３５０万円を追加しております。これは、先ほ

ど歳入の諸収入で申しました鏡町区、高下西町

第二町内会が行う備品整備等に要する経費の一

部に助成するものでございます。 

 次の目６・情報推進費では、デジタル化推進

事業として４５１万円を追加しております。こ

れは、市民の利便性向上や非接触による感染症

対策の一環として、証明書のオンライン申請及

びオンライン施設予約の２種類のシステム導入

を行うもので、節１２・委託料３５２万円はオ

ンライン施設予約システム導入委託料として、

節１３・使用料及び賃借料９０万８０００円は

２種類のシステム使用料が主なものでございま

す。 

 続いて、人件費につきまして個別の説明に入

ります前に、今回の人件費の補正の概要につい

て説明します。 

 今回の人件費補正予算の主な要因としまして

は、人事異動等に伴う給料、諸手当の増減によ

る影響分、育児休業及び退職による影響分、共

済組合負担金の率改定による影響分によるもの

でございます。 

 当初予算において人件費を計上するときは、

当初予算編成時点の職員を基に積算しておりま

すが、新年度の人事異動に伴う職員配置の変更

により給料の高い職員と低い職員とが入れ替わ

るなどがありますので、毎年度１２月に人事異

動等に伴う人件費の補正を行っております。 

 なお、本年度の人事院勧告に伴う給与改定に

つきましては、賞与の引下げ改定が勧告された

ものの、国においては極めて異例のこととし

て、本年の給与改定を見送っているところでご

ざいます。 

 また、熊本県におきましても同様に、本年の

給与改定を見送っているところでございます。 

 このようなことから、本市におきましても、

県内各自治体の動向を注視しながら慎重に検討

を重ねた結果、本年の給与改定は実施しないこ

ととしております。 

 それでは、人件費について、歳出予算の説明

をします。 

 同じく１９ページでございます。 
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 まず、上段、款１・議会費でございますが、

項１、目１・議会費で１３３０万４０００円を

減額しております。節１・報酬から節４・共済

費まで、議員２８人分の議員報酬改定及び一般

職１０人分の人事異動等による影響額でござい

ます。 

 次に、款２・総務費でございます。項１・総

務管理費、目１・一般管理費で６３３０万２０

００円を追加しております。特別職２人分の特

別職給与改定及び一般職６人増の２１３人分の

人事異動等によるものでございます。追加の主

な要因としましては、デジタル推進課の新設に

よる人員増のほか、大雨等災害対応の時間外勤

務手当や共済費の率改定によるものでございま

す。 

 次の目４・財産管理費で６８８万９０００円

を減額しております。一般職９人分の人事異動

等によるものでございます。 

 次の２つは先ほど説明いたしましたので、飛

びまして、２０ページをお願いします。 

 目７・交通防犯対策費で６３６万円を追加し

ております。一般職１人増の４人分の人事異動

等によるものでございます。 

 次の目８・人権啓発費で５７２万３０００円

を減額しております。一般職１１人分の人事異

動等によるものでございます。 

 次の項２・徴税費、目１・税務総務費で４３

万４０００円を追加しております。一般職１人

減の７６人分の人事異動等によるものでござい

ます。 

 ２１ページをお願いします。 

 項３、目１・戸籍住民基本台帳費で３６２万

３０００円を追加しております。一般職２人増

の２９人分の人事異動等によるものでございま

す。 

 次の項４・選挙費、目１・選挙管理委員会費

で２８３万３０００円を減額しております。一

般職７人分の人事異動等によるものでございま

す。 

 次の項５・統計調査費、目１・統計調査総務

費で７９４万５０００円を減額しております。

一般職１人減の３人分の人事異動等によるもの

でございます。 

 ２２ページをお願いします。 

 項６、目１・監査委員費で２３９万円を減額

しております。特別職１人分の特別職給与改

正、一般職５人分の人事異動等によるもののほ

か、休職等による減額でございます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（堀 徹男君） １個だけいいですか。

デジタル化推進事業の分でオンラインの申請シ

ステムの内容、対象の手続は事前に説明があっ

たと概要に載ってるんですけど、それ以外の手

続というのは、今後、導入に持っていかれるの

か、それとも今のルールの中では手いっぱいな

のかというのをちょっと聞いておきたいと思い

ます。 

○デジタル推進課長（鋤田敦信君） おはよう

ございます。デジタル推進課でございます。 

 今回の補正で予定しておりますオンライン申

請の手続でございますが、６手続ございまし

て、住民票、印鑑証明、それから戸籍の謄・抄

本、それから所得課税証明書、資産証明書、納

税証明書を予定しております。 

 今後ですけれども、今のところですね、まだ

これという手続の明確なお答えはできませんけ

ども、令和４年度以降もこれを拡張する予定で

やっていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（古嶋津義君） よろしいですか。 

○委員（堀 徹男君） 何で聞いたかといいま

すとね、息子が県外にいまして、マイナンバー



 

－8－

カードでコンビニエンスストアで身分証明書っ

ていう書類を取ろうとしたらですね、出なかっ

たと、取れなかったということで、せっかくデ

ジタル化してるのにね、やっぱり役所に郵送し

て個人の証明がないと取れないということだっ

たので、その辺も取れるのかなと思ってちょっ

と聞いてみたんですけど、それはいかがです

か。そこまで踏み込めるんですかね。どうして

も、ルール上、本人と対面でないと渡せないも

のがあるというのは、それは入らないのかな。

限界があるんですかね、オンライン申請とかに

も。 

○デジタル推進課長（鋤田敦信君） 今回のシ

ステムに関しましては、一応マイナンバーを活

用してですね、証明等を取得することができる

というシステムでございますので、本人確認が

できますのでですね、可能な限り、そういった

ものについてはですね、取り組んでいきたいと

いうふうに予定しております。 

 ただ、今の現状としてどれを想定していくか

というのはちょっと、まだお答えできない部分

がございますが、可能な限り拡大していきたい

というところでございます。 

 以上でございます。（委員堀徹男君「分かり

ました」と呼ぶ） 

○委員長（古嶋津義君） 堀委員、いいです

か。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（村川清則君） 関連してですけれど

も、昨日、国会での質疑をちょっと聞いとった

んですけれども、都市部では保険証としての取

扱いだとか、免許証もですかね、もうやってい

るところがあるんですかね。 

○デジタル推進課長（鋤田敦信君） 保険証に

関しましてはですね、それぞれマイナンバーを

利活用して保険証としての利用は可能でござい

ます。 

 ただ、病院側のですね、対応というのが取れ

てるところ、取れてないところがあるというこ

とで、なかなかそれはまだ浸透していないとい

うお話は聞いております。 

 あと、申し訳ございません、免許証に関しま

しては私どももその情報というのはちょっと存

じておりません。 

 以上です。 

○委員（村川清則君） 何か金子総務大臣がも

う保険証としての取扱いをやってらっしゃると

いうことで何か、野党からの質問でしたけど、

ちょっと褒められとったんでちょっと記憶して

おりました。 

 そういう活用の幅がちょっと広がれば、もう

ちょっと普及率といいますか、それも伸びるん

じゃないかと思います。 

 結構でございます。 

○委員長（古嶋津義君） 答弁は要りません

ね。 

○委員（村川清則君） はい。 

○委員長（古嶋津義君） ほかに。 

○委員（堀 徹男君） コミュニティセンター

のオンライン予約システムの件をちょっとお尋

ねしたいんですけど、全てがオンライン予約シ

ステムになってしまうのか。デジタル推進課の

ところで聞くものなのか分かりませんけど、予

約受付の範囲の枠みたいなのはどれぐらい確保

してされるのかなと思いまして、ちょっと聞い

ておきたいなと思います。 

○デジタル推進課長（鋤田敦信君） オンライ

ンの施設予約システムにつきましては、今年度

補正予算をお願いしております。まずは、２月

に開庁します新庁舎、これにつきまして 初の

導入を予定しております。 

 内容としましては、施設予約状況の閲覧です

ね。それから、予約、そして、キャッシュレス

決済、ここまでを新庁舎の市民交流エリアに導
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入をしたいというふうに予定をしております。 

 それから、来年度４月以降になりますが、コ

ミュニティセンターの、２１施設ございますけ

れども、こちらのまずは予約状況の閲覧です

ね。それと、学校体育施設３５施設の閲覧、こ

ちらは４月から導入予定でございます。 

 このコミュニティセンターとかですね、学校

施設の予約とか決済につきましては、今後、現

在の利用者の予約の方法の調整等を行いながら

順次進めていきたいというふうに思っておりま

す。まずは予約の閲覧ということで御理解いた

だきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（古嶋津義君） よろしゅうございま

すか。 

○委員（堀 徹男君） 分かりました。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。ほかに質疑ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたらお願いいたします。意見

はございませんか。 

○委員（堀 徹男君） 先ほどオンライン申請

システムのとこでお尋ねしたようにですね、息

子に言われたのが、このデジタルの世の中に八

代市、オンライン申請で取れないのって言われ

る。だから、遅れてるのかどうか、私ちょっと

苦手な分野なんで分からないんですけど、でき

るだけですね、デジタル何とかっておっしゃっ

てるんで、可能な限り導入に向けてですね、取

り組んでいただければと思います。 

 以上です。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１３２号・令和３年度八代市一般会計

補正予算・第８号中、当委員会関係分について

は、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１５８号・令和３年度八代市一般会計

補正予算・第９号（関係分） 

○委員長（古嶋津義君） 次に、議案第１５８

号・令和３年度八代市一般会計補正予算・第９

号中、当委員会関係分を議題とし、説明を求め

ます。 

 それでは、歳入について財務部から説明を願

います。 

○財政部次長（岩瀬隆敏君） 財務部の岩瀬で

ございます。引き続きよろしくお願いいたしま

す。失礼しまして着座にて説明します。 

 それでは、お手元のタブレットにて、議案第

１５８号・令和３年度八代市一般会計補正予

算・第９号をお願いします。 

 総務委員会付託分について説明いたします。 

 まず、１ページをお願いします。 

 まず、第１条、歳入歳出予算の総額でござい

ますが、歳入歳出それぞれ１１億１４５０万円

を追加し、補正後の総額を歳入歳出それぞれ７

１６億９４８０万円としております。 

 それでは、歳入の内容を説明します。 

 ６ページをお願いします。 

 款１１、項１、目１、節１・地方交付税で２

２７万４０００円を追加しておりまして、今回

の補正予算の一般財源でございます。 

 次の款１５・国庫支出金、項２・国庫補助

金、目１・総務費国庫補助金、節１・総務管理

費補助金で、新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金７８７０万円は、新型コロナ

ウイルス感染症対策事業のうち、農林漁業経営
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支援分として熊本県が規定する資金を借り入れ

た農林漁業者への支援１３２０万円、並びに安

心なまちやつしろ推進分として、熊本県感染防

止対策承認店及び同申請中の市内飲食店等の支

援の一部の６５５０万円に要する経費に係る国

の支出金でございます。 

 次の目２・民生費国庫補助金、節２・児童福

祉費補助金で、子育て世帯臨時特別給付金給付

事業補助金９億６８０２万６０００円は、１８

歳以下の子供を養育する子育て世帯に対して、

子供１人当たり５万円の臨時特別給付金の給付

に要する経費を支援する国の補助金で、補助率

は１０分の１０でございます。 

 後に、下の表になりますが、款１６・県支

出金、項２・県補助金、目１・総務費県補助

金、節１・総務管理費補助金で、新型コロナウ

イルス感染症対応総合交付金６５５０万円は、

先ほど申しました新型コロナウイルス感染症対

策事業のうち、安心なまちやつしろ推進分に要

する経費に係る県の支出金で、交付率は２分の

１でございます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分に質疑を行います。質疑ありませんか。質疑

ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。意見は

ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１５８号・令和３年度八代市一般会計

補正予算・第９号中、当委員会関係分につきま

しては、原案のとおり決するに賛成の方の挙手

を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午前１０時４８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時４９分 本会） 

◎議案第１３７号・令和３年度八代市ケーブル

テレビ事業特別会計補正予算・第１号 

○委員長（古嶋津義君） それでは、本会に戻

します。 

 次に、議案第１３７号・令和３年度八代市ケ

ーブルテレビ事業特別会計補正予算・第１号を

議題とし、説明を求めます。 

○デジタル推進課長（鋤田敦信君） おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）デジタル推進課の鋤田でございます。

よろしくお願いいたします。座って説明をさせ

ていただきたいと思います。 

 それでは、議案第１３７号・令和３年度八代

市ケーブルテレビ事業特別会計補正予算・第１

号について御説明します。 

 今回の補正予算でございますが、八代市有線

テレビジョン放送施設等、すなわちケーブルテ

レビ放送施設等につきましては、平成３１年４

月１日から夕葉町にありますテレビやつしろ株

式会社を指定管理者として、指定管理委託を行

ってまいりましたが、令和４年３月３１日をも

ちまして３年間の契約満了となりますことか

ら、令和４年度において指定管理委託を行うた

め、債務負担行為の設定を行うものでございま

す。 

 それでは、令和３年度八代市ケーブテレビ事

業特別会計補正予算書・第１号の１ページをお

願いいたします。 

 今回は、第１条にありますように、債務負担

行為の設定をお願いするものでございます。 

 ２ページをお願いいたします。 
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 今回、債務負担行為として、八代市有線テレ

ビジョン放送施設管理運営委託について、期間

を令和４年度まで委託するものとし、限度額を

２９７９万４０００円としております。 

 限度額である委託料につきましては、人件費

や施設の維持管理費など、事業を行うために必

要な経費から、各世帯が御利用になられますケ

ーブルテレビやインターネットの利用料金な

ど、事業収入を差し引いた額を委託料として算

出をしております。 

 今回の債務負担の期間を令和４年度までと

し、限度額を２９７９万４０００円としており

ますが、今回、このような設定となりました理

由としましては、大きく２点ございます。 

 まず、１点目が、令和２年７月豪雨による坂

本地区の利用者の減少でございまして、災害前

と比較しまして約２０％利用者が減少してお

り、事業収入に影響が生じております。 

 また、２点目が、令和３年６月に東陽・泉地

区に開通しました光ブロードバンドの影響によ

り、利用者の減少がございます。光開通後、令

和３年１１月末時点でケーブルテレビインター

ネット利用者の約７０％の方が光ブロードバン

ドへ移行されており、今後さらにその移行が進

むものというふうに予想しております。 

 本来であれば複数年の債務負担を設定すると

ころでございますが、今申し上げました理由に

加えまして、令和４年度中には坂本町にも光ブ

ロードバンドが開通する予定であり、さらに利

用者の変動が予想され、複数年の委託料の設定

が困難でありますので、今回は令和４年度まで

の債務負担の設定をお願いするものでございま

す。 

 説明は以上でございます。御審議よろしくお

願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（堀 徹男君） 債務負担行為の単年度

の契約の内容についてはですね、理解しまし

た。 

 今の説明の中にですね、加入者自体そのもの

が減少傾向にあるちゅうことで、いわゆる採算

が取れなくなっていく部分が今から出てくるん

だろうと思うんですよね。光ブロードバンドの

普及が進めばですね、そっちに乗り換えられた

りするお客さんが増えれば、何というんです

か、ケーブルテレビの社会的な役割そのものも

将来的にはなくなっていくんじゃないだろうか

なというふうに思うとですよね。そこら辺は展

望とかっていうのはお持ちですかね。 

○デジタル推進課長（鋤田敦信君） 今、委員

おっしゃいましたとおり、そういった方向も含

めてですね、検討を進めておりまして、今後、

段階的ではございますが、事業の見直し等を進

めながら収入・支出の改善を図っていきたいと

いうふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（古嶋津義君） よろしいですか。 

○委員（堀 徹男君） 分かりました。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（堀 徹男君） 今の件に関してはです

ね、決算のときも言ったように、対価をお支払

いになられてないお客さんもたくさんいらっし

ゃるようなので、くれぐれもですね、公平とい

う観点から見れば、それができるだけですね、

ないような方向で進めていただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（古嶋津義君） ほかに意見はありま

せんか。 
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（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１３７号・令和３年度八代市ケーブル

テレビ事業特別会計補正予算・第１号は、原案

のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決いたしました。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午前１０時５５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時５６分 本会） 

◎議案第１４２号・契約の変更について（八代

市新庁舎建設工事） 

○委員長（古嶋津義君） それでは、本会に戻

します。 

 次に、事件議案の審査に入ります。 

 まず、議案第１４２号・八代市新庁舎建設工

事に係る契約の変更についてを議題とし、説明

を求めます。 

○契約検査課長（岩崎伸一君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）契約検査課の岩崎でございます。 

 議案第１４２号・契約の変更につきまして、

大変失礼ながら着座にて説明をさせていただき

たいと思います。 

 それでは、まず初めに、議案書の１ページを

御覧願います。 

 本案は、令和元年八代市議会９月定例会にお

いて契約の締結を、そして、令和３年６月定例

会で設計変更による変更契約を御承認いただい

た八代市新庁舎建設工事の工事請負契約につき

まして、変更前、変更後のとおり、変更を行う

ところでございます。 

 変更事項は契約金額でございますが、その内

容につきましては、この後、資料で説明させて

いただきます。よろしいですか。 

 その下の提案理由といたしましては、議会の

議決を経た契約のうち、契約金額の１割以上ま

たは２０００万円以上の金額に係る内容の変更

につきましては、議会の議決を得る必要がある

ためでございます。 

 続きまして、右肩に委員会資料、令和３年１

２月１５日、総務委員会、議案第１４２号と明

記があります八代市新庁舎建設工事に係る契約

変更に関する資料についてを御覧ください。そ

ちらのほうから説明させていただきます。 

 資料の２ページ、工事変更概要説明書を御覧

願います。 

 本工事は、本庁舎がありました松江城町１番

２５号を工事場所といたしまして、前田建設工

業・和久田建設・松島建設、建設工事共同企業

体が施工中でございます。 

 契約変更の概要といたしましては、経費の増

加による設計変更に伴う増額であり、契約金額

を１３２億１８０２万９０００円から３億６３

万円増額し、１３５億１８６５万９０００円に

変更するものでございます。 

 なお、令和３年１１月１１日に、当該建設工

事共同企業体と、議会の議決をいただいたとき

本契約となる条件を付した仮変更契約を結んで

おります。 

 以上で、本案の入札契約の概要に係る説明を

終わります。 

○新庁舎建設課長（豊田浩市郎君） おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）新庁舎建設課の豊田でございます。 

 私のほうから変更概要について御説明いたし

ます。着座にて説明させていただきます。 

 すみません。なお、変更概要欄にお示しして

いる金額については、直接工事費ベースで記入

しておりますことを御理解のほど、よろしくお

願いします。 

 では、説明をいたします。 

 初に、①新型コロナウイルス感染症対策に
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係る経費として５９４０万８０００円を追加で

計上しております。 

 その主なものとして、労働者の確保に係る経

費及び新型コロナウイルス感染症対策費となっ

ております。 

 労働者の確保に係る経費は、新型コロナウイ

ルスにより全国的に移動制限がかかる中、確保

した労働者の感染症対策のための宿泊費等に係

る経費となります。 

 次に、新型コロナウイルス感染症対策費につ

いて御説明いたします。 

 新型コロナウイルス感染症対策費は、作業員

の休憩時や昼食時等において密な状態を解消す

るため休憩施設の増築に係る経費及びテレワー

ク用の機材、マスク、消毒液、簡易検査キット

などの資材の購入に係る経費などです。 

 次に、②市産材の活用に係る経費として３２

３６万５０００円を追加で計上しております。 

 市産材の活用については、八代市のアピール

につながると考え、ＣＬＴに加え、内装材につ

いても市産材を使用することといたしました。

特に議場の内装については木材の使用範囲を拡

大しているほか、宮地和紙、畳を積極的に使

い、八代市のアピールに努めております。ま

た、議場以外の場所についても、床、壁、天井

など、目に見える範囲で木材を使用している部

分には全て市産材を活用しており、このことに

よる追加経費となります。 

 次に、③空調設備の除菌機能に係る経費とし

て３１９１万７０００円を追加で計上しており

ます。 

 今回の新型コロナウイルス感染症を経験した

ことで、職員など個々の感染症対策だけではな

く、空調設備に除菌機能を付加することで、さ

らに皆様が安心して新庁舎に来られるようにと

考え、今回追加しております。 

 追加変更の内容としては、専用のフィルター

への変更が３４か所、新たに空調機へユニット

を１１６台追加しております。 

 次に、④売店部分の工事に係る経費として１

０５０万８０００円を追加で計上しておりま

す。 

 これは、新庁舎建設工事発注時において、売

店部分の内装等については受託業者が行うこと

としており、工事費として計上しておりません

でした。プロポーザルを実施したところ、希望

者はあったものの条件面で折り合わず、結果と

して入居に至らなかったため、市で行うことに

なり、今回追加をしております。 

 次に、⑤メンテナンス性向上のための変更に

係る経費として２３１７万６０００円を追加で

計上しております。その主なものといたしまし

て、ひさしの仕様変更と雨水配管のルート変更

になります。 

 発注時において、ひさしについては軒天部分

を杉の羽目板としておりましたが、経年劣化に

よる腐食等が懸念されたため、木材に比べ耐久

性の高いアルミ複合板に仕様を変更しておりま

す。 

 雨水配管については、意匠上の観点から、当

初、内どいとして計画しておりましたが、昨年

の豪雨災害など想定外の降雨量により漏水等が

懸念されるため、ルートを変更して外どいとし

ております。これらの変更に係る経費として追

加しております。 

 次に、⑥事務所（銀行・ＦＭ）の工事に係る

経費として４９３万８０００円を追加で計上し

ております。 

 新庁舎への事業所の入居については、来庁者

の利便性の向上、災害時の情報発信機能の強化

及び中心市街地のにぎわいの創出を考え、市の

指定金融機関である肥後銀行及びＦＭやつしろ

が入居することになりました。 

 本経費は、この２つの事業所が入居すること

になったため、平面プランの変更等に係る追加

経費となります。 
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 次に、⑦設計・構造協議による変更や追加に

係る経費として４７３８万３０００円を追加で

計上しております。その主なものといたしまし

て、露出柱の仕上げ変更、スロープの延長に伴

う変更になります。 

 露出柱の仕上げについては、ＣＬＴのモック

アップにて施工検討を行っていく中で、柱とＣ

ＬＴの収まりや取り合いを確認し、耐火塗装か

ら耐火シートに変更しております。スロープ延

長に伴う変更については、外構設計との調整を

行い、スロープを延長したことによる追加経費

となっております。 

 後の⑧その他、仕様変更や追加に係る経費

として２９４０万５０００円を追加で計上して

おります。 

 新庁舎建設については、よりよい庁舎となる

よう各課と協議をしながら進めており、仕様変

更したほうがよい部分や、また、施工業者との

協議の中で、納まりや施工性の面から仕様を変

更している部分などがあります。これらの変更

に係る経費として、今回追加をしております。 

 次に、備考欄に記載しております工期の延長

について御説明いたします。 

 新型コロナウイルス感染症による移動制限が

かかり、また、昨年前半の緊急事態宣言が度々

延長される中で、仕上工事の作業員の確保が難

しくなりました。 

 そこで、当初の工期を達成するため、予定し

ていた人員が絶対的に不足し、かつ、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により資材の納期の遅

れなどもあり、やむを得ず工期を令和３年１０

月２９日から令和４年１月１７日に工期の延長

を行っております。 

 次に、３ページをお願いします。 

 市産材の活用状況についての写真を添付して

おります。 

 １段目の写真が議場の仕上工事の現況写真と

なります。天井部分に市産材の杉をルーバー状

に加工して取り付けております。また、正面に

見える壁については宮地和紙を壁材として使用

しております。 

 中央の写真が１階の多目的ホールになりま

す。壁材に市産材木材を使用し、天井部分は八

代イグサを用いたボードで仕上げております。 

 ３枚目の写真がエレベーターホールです。天

井及び床についても市産材の木材を使用し仕上

げております。 

 また、今回の設計変更に係る契約について

は、令和３年度の当初予算として御承認いただ

いた７億４８００万円の予算を執行するもので

あり、追加工事の総額は、６月定例会で御承認

いただいた２億３８０２万９０００円と今回の

３億６３万円を合計して５億３８６５万９００

０円となっております。 

 以上、説明を終わります。御審議のほど、よ

ろしくお願いします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（堀 徹男君） 変更概要の部分につい

てちょっとお尋ねしたいんですけど、先ほど、

今までの議会の中で契約の変更についてはです

ね、承認をしてきたというところなんですけ

ど、この中身についてですね、具体的な説明は

そのときあったかなと思うんですけど。まだ精

査中ですとかいろいろ検討中ですとかっていう

答えがですね、その都度あったと思うんですよ

ね。印象としては、今、初めて、変更の概要で

①から⑧まで初めて聞いたというようなところ

じゃないかなと思うんですよね。 

 設計変更だったんだろうと思うんですけど、

そもそも当初契約の請負の範疇の中でできる部

分を超えたということなのかなというふうに理

解はすっとですけど、どこをどう変えるという

のは、請負金額の中でね、変更していくってい

うのは今までの経験の中では理解すっとですけ
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ど、金額が変わる部分でこういう設計変更しま

したというのは、僕は事前にやっぱりね、中身

についてもね、議会で報告が要ったんじゃない

かなと思うんですよね。 

 例えば、市産材の活用についてっていうこと

で、設計上のもともとの図面にはなかった部分

にも使いましたよということだったんですけ

ど、それは請負の範疇の中でね、図面の中でで

きるところまでするはずだったろうと思うとで

すよね。それ以上に、ここにも使いました、あ

そこにも使いましたということだったんですか

ね。 

○新庁舎建設課長（豊田浩市郎君） すいませ

ん、議員おっしゃるとおり、確かにおっしゃる

とおりだと思います。 

 木材についてはその使用量が増えた部分もあ

りますし、あと、今、ウッドショックとかでな

かなか木材の価格が高騰しているという点もあ

りましたところから、そういう面を考慮して今

回追加しております。 

 以上です。 

○委員長（古嶋津義君） よろしいですか。 

○委員（堀 徹男君） そういうですね、説明

を、契約の変更の金額を示して承認してるわけ

ですから、その時点でね、もう少しこう……。

今のは説明できる内容だったと思うんですよ

ね。そのとき。どうして、今、概要の説明書の

この中でそういった具体的な数字が出てくるの

かな。今のは当時説明されても全然おかしくな

い内容じゃないですか。そこがですね、どうし

ても何かちょっと違う部分じゃないかな。 

 例えば、事業所――肥後銀行とＦＭやつしろ

の入居に係る部分についてもですね、もともと

のスペースを活用されてると思うんですよね。

それ以外の施設を何かプラスアルファするとい

う部分だったら納得はできますけど、金額的に

ね、そこまでないような金額じゃあるんですけ

ど、具体的にどの辺の工事をされましたか、銀

行とＦＭの工事に係る経費の部分で。 

○新庁舎建設課長（豊田浩市郎君） 銀行につ

いては、当初から銀行の内部については銀行さ

んが工事を行いますよということで協議を進め

てました。しかしながら、その発注時の時点で

は銀行内部のプランとかが固まっていませんで

したので、まず当時は、発注時点では入るとい

う話は聞いてたんですけど、契約までは至って

なかったです。ですから、見切り発車的にワン

フロアで計画しました。そういう中で、本格的

に決まって協議していく中で、銀行さんから出

入口を広くだとか、ここに壁を造ってくれだと

かという、出入口のですね、そういういろんな

御要望がありまして、主に銀行さんの場合は建

具の仕様の変更に係る経費でございます。 

 それと、売店に関しては、当初はコンビニを

想定しておりましたけど、説明いたしましたと

おりコンビニが入居しないということになっ

て、どうしようかという話になったんですけ

ど、そこで売店を入れようという話になりまし

た。その中で、今のコンビニ用で加工したスペ

ースはそこまでは要らないということで、それ

を３つに分割してですね、売店、それと、市民

活用エリアの管理業者がいる管理事務所、中央

にフリースペースを設けております。そういう

ふうな感じで間仕切り壁を造ったりだとか建具

を変更したりだとか、あと、それに関する空調

関係、設備関係が新たに発生しております。 

 そういうことで追加で経費が発生しておりま

す。 

 以上、お答えいたします。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（堀 徹男君） 質疑の中でですね、ち
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ょっと言わせていただいたんですけど、事前に

説明できる部分が多々あったと思うんですよ。

今の設計変更の中にはですね。 

 契約をもう既にしてるわけですから、承認し

てるわけですから、これを認めないということ

はね、今の時点で我々にはできないわけですよ

ね。だからこそ丁寧な説明をですね、そのとき

にしていただければ、もう少し、辛抱でくっと

じゃなかととか、それは本当に必要なのという

議論ができたと思うとですよね。そこら辺はで

すね、今後、追加工事が発生するやもしれませ

んから、ぜひ念頭に置いていただきたいと思い

ます。 

○委員長（古嶋津義君） ほかに意見はありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１４２号・八代市新庁舎建設工事に係

る契約の変更については、可決するに賛成の方

の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午前１１時１５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時１６分 本会） 

◎議案第１４３号・指定管理者の指定について

（八代市有線テレビジョン放送施設等） 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１４３号・八代市有線テレビジ

ョン放送施設等に係る指定管理者の指定につい

てを議題とし、説明を求めます。 

○デジタル推進課長（鋤田敦信君） デジタル

推進課の鋤田でございます。よろしくお願いい

たします。座って説明をさせていただきます。 

 お手元の議案書の３ページをお願いいたしま

す。 

 議案第１４３号・指定管理者の指定について

御説明いたします。 

 先ほど補正予算でも御説明いたしましたが、

八代市有線テレビジョン放送施設等、すなわち

ケーブルテレビ放送施設等につきましては、平

成３１年４月１日から令和４年３月３１日まで

の３年間、テレビやつしろ株式会社を指定管理

者として指定管理委託を行ってまいりました

が、契約満了となりますことから、令和４年度

においても指定管理継続のため、公募により指

定管理者の募集を行った結果、１者から応募が

あり、指定管理候補者として選定をいたしまし

た。 

 提案理由でございますが、本市が設置します

公の施設の指定管理者を指定するには、地方自

治法第２４４条の２第６項の規定により、議会

の議決を得る必要があるためでございます。 

 内容でございますが、１、公の施設の名称は

八代市有線テレビジョン放送施設等でございま

す。 

 ２、指定管理者となります団体の名称は、テ

レビやつしろ株式会社でございます。 

 ３、団体の所在地は八代市夕葉町３番地７で

ございます。 

 ４、指定の期間につきましては、令和４年４

月１日から令和５年３月３１日までの１年間で

ございます。 

 今回の指定管理者選任につきましては、８名

の委員による指定管理者候補者選定委員会で審

査・評定を行っていただきました。評定につき

ましては１００点満点中８１.４点となり、選

定基準であります６０点以上でございましたの

で、候補者として選定いたしたものでございま

す。 

 説明は以上でございます。御審議よろしくお

願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部
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分について質疑を行います。質疑ありません

か。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終わります。 

 意見がありましたら、お願いいたします。意

見ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１４３号・八代市有線テレビジョン放

送施設等に係る指定管理者の指定については、

可決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。 

                              

◎議案第１５２号・八代市行政手続等における

情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正

について 

○委員長（古嶋津義君） 次に、条例議案の審

査に入ります。 

 議案第１５２号・八代市行政手続等における

情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正

についてを議題とし、説明を求めます。 

○デジタル推進課長（鋤田敦信君） 引き続き

デジタル推進課でございます。よろしくお願い

いたします。座って説明をさせていただきま

す。 

 議案第１５２号・八代市行政手続等における

情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正

について、説明をさせていただきます。議案書

は２７ページ以降になりますが、主に別冊資料

で右肩に議案第１５２号関係と記載の資料で説

明をさせていただきます。 

 まず、そちらの１ページ目、１、改正の趣旨

でございます。 

 国において、情報通信技術の活用による行政

手続等に係る利便性の向上、行政運営の簡素

化・効率化を図るため、行政手続等における情

報通信の技術の利用に関する法律が一部改正さ

れ、本市の機関等においても、申請等に係る署

名等について、インターネット回線等の利用に

よる電子情報処理組織を使用した個人番号カー

ドの利用等により代えることができることと、

申請等に係る使用料や手数料の納付について、

電子情報処理組織を使用する方法等により行う

ことができることとするため、所要の改正を行

うものでございます。 

 次に、２、改正の内容でございますが、こち

らは新旧対照表を用いて主な内容を説明いたし

ます。 

 まず、条例の名称の改正でございます。 

 法律の名称もですね、「行政手続等における

情報通信の技術の利用に関する法律」から「情

報通信技術を活用した行政の推進等に関する法

律」へ改正されており、情報通信技術の利用か

ら情報通信技術を活用となっておりますので、

これに準じて条例名を「八代市情報通信技術を

活用した行政の推進に関する条例」と改正をし

ております。 

 次に、第２条では、本条例で使用します重要

な用語について整理し、市の機関として指定管

理者を追加するものでございます。 

 ２ページ目の下のほうを御覧いただきたいと

思います。 

 第３条では、書面による申請や届出などの手

続を、それから、第４条では書面による処分通

知等を受ける者が同意する場合に限り、それぞ

れの条例等の規定にかかわらず、オンラインに

よる申請や処分通知を可能とするものでござい

ます。 

 ５ページ目を御覧ください。 

 次に、第５条では、書面による縦覧等を、ま

た、第６条では書面による資料の作成等におい

て、それぞれの条例等の規定にかかわらず、電
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磁的記録による縦覧や資料の作成を可能とする

ものでございます。 

 ６ページ目を御覧ください。 

 次に、第７条では、ただいま申し上げました

第３条から第６条の行政手続において、虚偽が

ないかどうか対面で確認しなければならないよ

うな行政手続及び既に他の条例等によりオンラ

インによる申請等が規定されている手続につい

ては、本条例を適用しない旨の適用除外を定め

るものでございます。 

 次に、第８条では、行政手続に必要な添付書

類のうち、マイナンバーカードの利用等によっ

て行政機関間の情報連携等により情報を入手す

ることができるものについては、本人確認など

の書類の添付を不要とするものでございます。 

 次に７ページを御覧ください。 

 次に、第９条では、情報通信技術を活用した

行政の取組状況については、ホームページなど

により随時公表するものとしております。 

 後に、３、施行日でございますが、公布の

日としております。 

 説明は以上でございます。御審議よろしくお

願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（堀 徹男君） すいません、先ほど聞

いた答えがここに何か書いてあったような気が

すっとですけど。６ページの７条の１か。 

 例えば、身分証明書等というのはやっぱりど

うしてもオンラインの手続じゃできないという

ようなものがあるということで捉えていいです

かね。これはそこを指してるのかなと。７条の

１ですね。対面により確認する必要があると。

本人でしかできないということなのかな。その

辺は後でまたですね、できるできないものがあ

れば教えていただきたいと思うんですが、もう

１点いいですか、委員長。 

 こういった手続をですね、オンラインで進め

ていくっていう中で、セキュリティーが非常に

重要になってくるんだろうと思うんですよね。

そのセキュリティーの部分に関してはどういっ

たものを使われて、１００％でなければいけな

いというふうに思ってるんですけど、その部分

に関してと、万が一ですね、万が一、どのパタ

ーンか……。いろんなことが考えられると思う

とですけど、個人に被害が及んだときにです

ね、救済措置みたいなのはどのように考えてい

らっしゃるかなと。その２点をですね、聞いて

おきたいと思います。 

○デジタル推進課長補佐（田中博之君） 今、

委員がですね、おっしゃったとおり、セキュリ

ティーの面ですけども、一応基準としましては

ですね、国のほうからですね、セキュリティー

ポリシーのガイドラインのほうが示されており

ますので、それに準じた形でですね、設計を行

い、対応したいと思っております。 

 以上でございます。（｢もう１点何だったか

な」と呼ぶ者あり） 

○委員（堀 徹男君） 万が一、突破されたと

きの救済措置ですね、市民に対する。 

○デジタル推進課長補佐（田中博之君） 万が

一ですね、例えば、インシデント等で情報がで

すね、流出した場合ですね、本来ですね、起こ

ってはいけないことでありますけど、もし出た

場合ということでですね、市としては組織上で

すね、体制をですね、組むこととしております

ので。例えばですね、情報が出た場合のです

ね、対応として、すぐにですね、報告の義務と

かですね、そういったものを定めておいてです

ね、対応することとなっております。 

 以上でございます。 

○委員長（古嶋津義君） 堀委員、いいです

か。 

○委員（堀 徹男君） もうちょっと具体的な

救済の内容を聞きたいんですけど。今のは対応
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でしょう。 

○デジタル推進課長補佐（田中博之君） もし

個人情報が漏れて訴訟とかですね、そういった

ものになった場合はですね、市の保険とかがで

すね、セキュリティーに関する保険がですね、

適用されることとなっております。 

 以上でございます。 

○委員（堀 徹男君） この程度にしときま

す。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。意見は

ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１５２号・八代市行政手続等における

情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正

については、原案のとおり決するに賛成の方の

挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部は退席願います。 

（執行部 退席） 

○委員長（古嶋津義君） 次に、本委員会に付

託となっている請願・陳情はありませんが、郵

送等にて届いております要望書については、タ

ブレット端末にて御確認をお願いいたします。 

 以上で付託されました案件の審査は全部終了

いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は委員長に御一任願いたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 小会いたします。 

（午前１１時２８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時２９分 本会） 

◎所管事務調査 

・行財政の運営に関する諸問題の調査 

・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調査 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、当委員会の所管事務調査２件を一括議

題とし、調査を進めます。 

 当委員会の所管事務調査は、行財政の運営に

関する諸問題の調査、総合計画の策定推進等に

関する諸問題の調査、以上の２件です。 

 このうち、総合計画の策定推進等に関する諸

問題の調査に関連して２件、執行部から発言の

申し出があっておりますので、これを許しま

す。 

                              

・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調査 

（八代市中期財政計画等について） 

○委員長（古嶋津義君） それでは、まず、八

代市中期財政計画等について説明を願います。 

○財政課長（續 良彦君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）財政課の續で

ございます。隣におりますのが、財政計画を担

当いたしております吉永課長補佐でございま

す。 

 本市の中期財政計画につきましては、昨年１

０月に見直しを行い、その年の１２月１８日開

催の当委員会におきまして、その内容を御報告

させていただいたところでございます。その

後、令和２年７月豪雨や新型コロナウイルス感

染症対策に係る追加の予算措置を適宜行ってき

ており、その当時の数値と現状に開きが見られ

るようになっております。 
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 今後も坂本町の復旧・復興など新たな取組も

必要となっておりますことから、改めて本年１

０月に一部見直しを図っております。また、こ

れに沿いまして、１０月２２日に八代市予算規

則に基づきまして令和４年度の当初予算の編成

方針を作成し、通知を行っております。 

 以上２点につきまして御説明をいたします

が、詳細につきましては担当の吉永課長補佐か

ら説明させますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○財政課長補佐（吉永千寿君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）財政課、課長

補佐の吉永でございます。よろしくお願いしま

す。では、着座にて説明させていただきます。 

 それでは、中期財政計画と令和４年度予算編

成方針について御説明させていただきます。 

 資料は２つファイルを用意しておりますが、

まず、中期財政計画のほうのファイルのほうを

御説明いたします。よろしいでしょうか。 

 では、１ページを御覧ください。 

 今回の中期財政計画は１年ぶりの見直しであ

り、令和３年１０月に策定したものでございま

す。考え方やポイントについて御説明いたしま

す。 

 ２ページをお願いします。今回の見直しのポ

イントをまとめております。 

 まず、見直しの背景でございますが、本市で

は令和２年１０月に改定した中期財政計画を基

に、令和２年７月豪雨災害や新型コロナウイル

ス感染症対策に係る追加予算措置を適宜実施し

てまいりました。その後、令和３年度に入りま

して令和２年度の決算見込額を分析しましたと

ころ、計画数値と現状に開きが出てきており、

今後の基金残高と市債残高の動向も変化してき

ております。 

 そのような中、今後も坂本町の復旧・復興と

新型コロナウイルス対策などに継続して取り組

み、さらに、本市におけるスマートシティの推

進などを展開していくために、改めて持続可能

な財政運営の方向性を示す必要があることか

ら、今回、一部見直しを行ったものでございま

す。 

 その下に、主な見直しを２点まとめておりま

す。 

 まず、見直しの１点目は、これまでの重点課

題推進枠に加え、新たに未来への新たな挑戦に

向けた推進事業枠を確保いたしました。これ

は、これまでの計画的な削減を図りながらスマ

ートシティの推進などを進めていくことになり

ますが、推進事業枠の規模は、令和４年から令

和６年までは単年度当たり２億円ずつ、令和７

年度から令和１０年度までは単年度当たり１億

円ずつの枠を設定しております。 

 次に、見直しの２点目、ふるさと納税（寄附

金）の見通しを拡充したことです。これは、ふ

るさと納税（寄附金）の令和２年から令和３年

の見込額を踏まえたものであり、令和４年以降

の見通しを単年度当たり５億円から８億円へと

拡充をしております。 

 これらの見直しにより、重点課題を着実に進

め、かつ、持続可能な財政運営を目指してまい

ります。 

 次に、３ページをお願いします。３ページに

は策定目的について述べております。 

 中期財政計画は、本市の中期的な財政収支の

見通しを行うことで、将来にわたる収支状況や

運営上の課題を明らかにし、財政運営の健全性

を担保するとともに、将来にわたって持続可能

な財政基盤を確立するための目安として策定し

ており、先日、大倉議員の一般質問答弁のとお

り、あくまでもシミュレーションとして捉えて

いるものでございます。 

 なお、将来の予算編成を拘束するものではな

く、本市の行財政改革の取組、財政環境の変

化、新たな財政需要の動向などにより影響も受

けます。今後もそれらの動向を注視しながら見
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直しを行うものとしております。 

 ４ページをお願いします。４ページ上段の見

直しの背景については、重複しますので省略さ

せていただきます。なお、このページ以降、昨

年度の計画からの変更部分にはアンダーライン

を示しております。 

 中段の四角の囲いに、基金残高と市債残高に

ついて、改定前の計画 終年度であった令和９

年度の数値について、改定前と改定後の比較を

示しております。 

 下のグラフのとおり、左の基金残高は４２億

円が５３億円へ１１億円の増加となり、右の市

債残高は６８２億円が７３９億円へ５７億円の

増加となる試算結果を示しております。 

 次に、５ページをお願いします。新たな計画

のポイントを示しております。 

 将来にわたった持続可能な財政運営の確立に

向け、方向性を提示していけるよう見直しを行

うものとしており、そのための取組として３つ

のポイントを示しております。 

 まず、予算編成、こちらはビルド・アンド・

スクラップを基本原則にし、事業の改善と制度

の見直しを行いつつ、今回、新たにスマートシ

ティなどの推進を重点項目に加えて予算編成を

行ってまいります。 

 次に、基金活用、こちらでは将来的にも一定

規模の基金残高を確保していける財政運営を確

立してまいります。 

 次に、建設事業、こちらでは前回の計画と同

様、通常の建設事業の規模を、毎年一定規模の

公共施設マネジメント推進枠を確保した上で、

その他の枠を単年度当たり５０億円程度に設定

し、後年度の公債費の割合を抑制していくこと

としております。 

 次に、６ページをお願いします。 

 ６ページには計画策定の前提条件及び考え方

について示しておりますが、年度が更新された

以外、内容は昨年度と同様ですので、説明は省

略させていただきます。 

 ７ページをお願いします。７ページは、収支

総括表のうち、歳入の推移を示しております。 

 関連でですね、次の８ページに歳入の前提条

件も示しておりますが、説明のほうは７ページ

の表を基に主なポイントを説明します。 

 まず、一番上の市税ですが、令和元年度から

令和３年度にかけましては、法人市民税の税率

改正の影響などで減少しておりますが、全体的

な傾向として、令和４年度以降は過去の実績等

を勘案すると令和２年度並みの規模が見込ま

れ、固定資産税の３年に１度の評価替えの伸び

率なども考慮して見込んでおります。 

 次の地方交付税ですが、普通交付税の合併算

定替による上乗せが令和３年度で完全に終了し

ますが、歳出の公債費に連動しまして令和５年

度と６年度は増加傾向となり、令和７年度以降

は徐々に減少傾向となる見込みとしておりま

す。 

 次に、国・県支出金では、令和２年度から３

年度にかけまして極端に増えておりますのは、

新型コロナウイルス関連経費や令和２年７月豪

雨の災害復旧関連経費に対する財源措置の影響

であり、令和４年度以降は扶助費や投資的経費

などの歳出に連動させての試算としておりま

す。 

 次の繰入金では、毎年度の単年度収支が８億

円程度の規模になるよう繰り入れする試算とし

ております。 

 次の市債ですが、令和３年度で新庁舎建設な

ど大型の建設需要がピークを迎えるため大きく

なりますが、令和４年度以降は大きく減少して

いくと見込んでおります。 

 後、その他で、令和４年度に土地開発基金

の廃止による現金を一般会計へ受け入れる見込

みとして増えているほか、ふるさと納税（寄附

金）の見通しを、令和４年度以降、年間８億円

の推移で試算を入れております。 
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 次に、９ページをお願いします。９ページは

歳出と収支の推移を示しております。こちらも

関連で１０ページにその歳出の主な項目の前提

条件を示しておりますが、説明は９ページの表

を基に主なポイントを説明します。 

 まず、義務的経費のうち公債費の変動です

が、こちらは１３ページにグラフ化しておりま

すので、後ほど説明します。 

 中ほどの投資的経費の区分ですが、普通建設

事業費では、昨年同様、通常の建設事業枠を年

間５０億円程度と、別枠で公共施設適正化事業

の考えに基づく事業枠を年間３億円見込んでお

ります。 

 また、その下、災害復旧事業費ですが、令和

３年度が１８６億円と大きくなっております

が、その内訳としては、新庁舎建設の 終年度

として継続費設定関連で１０２億円、豪雨災害

関連で８２億円が主なものになります。 

 次のその他の区分ですが、前回と同様に、物

件費、維持補修費、補助費等、繰出金について

は、前提条件としてビルド・アンド・スクラッ

プの考え方による計画的な見直しを実現すると

ころでの試算を反映させており、その上で、昨

年度設定した坂本町の復旧・復興と新型コロナ

ウイルス感染症対応のための重点課題推進事業

枠のほか、今回、新たにスマートシティの推進

など、未来への新たな挑戦の推進事業を反映さ

せております。 

 なお、積立金が令和４年度に２０億円と増え

ておりますのは、歳入でも言いましたが、土地

開発基金廃止により、財政調整基金へ１５億円

積み立てするところで見込んでおります。 

 次に、９ページの下の収支における基金残高

と市債残高の推移につきましては、１１ページ

から１２ページにかけましてグラフに示してお

りますので、そちらで説明をいたします。 

 １１ページをお願いします。１１ページの表

ですが、これは基金残高の推移を示しておりま

す。全体的には厳しい一般財源枠を調整するた

めに、適宜基金を取り崩していくことになりま

す。しかし、基金残高の規模が、平成２８年熊

本地震規模の災害を想定した上での 低ライン

として４０億円程度以上は確保し、将来的には

恒常的な財政調整基金の取崩しを行わないよう

な財政運営を確立できるよう試算しておりま

す。 

 次に、１２ページ、お願いします。こちらの

グラフは市債残高の推移です。新庁舎建設など

の大型事業や豪雨災害からの復旧・復興事業の

影響により、令和３年度は８８０億円程度でピ

ークとなる見込みであり、全体的には今後の投

資的経費を平成２７年度の環境センター整備以

前の水準に戻すことで、将来的に公債残高を減

少させていくように試算しております。 

 次に、１３ページ、お願いします。１３ペー

ジは毎年返す公債費の推移をグラフ化しており

ます。臨財債を除く公債費、棒グラフの下の部

分になります、臨財債を除く公債費は、令和５

年度に新庁舎建設事業の本格的な償還開始の影

響で増加し、その後、横ばいで推移しますが、

令和８年度から９年度にかけて、令和２年７月

豪雨災害復旧事業の本格的な償還開始により、

さらに増加する見込みとなります。 

 後に１４ページを御覧ください。財政指標

をグラフ化しておりますが、全体的な傾向は改

定前と変わりません。左の将来負担比率――グ

ラフでいうと丸印のグラフは、市債残高の傾向

とほぼ同様で、令和３年度がピークとなり、右

が実質公債費比率、グラフで言いますと三角印

は市債の償還ですね、公債費と連動して令和６

年度まで上昇し、その後、徐々に低下していく

見込みとなります。 

 以上が中期財政計画についての説明となりま

す。 

 続きまして、もう一つのファイルを御覧くだ

さい。ただいま説明しました中期財政計画とセ
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ットで周知をしております令和４年度当初予算

編成方針についてであります。そちらのファイ

ルをお願いします。 

 まず、１ページ。１ページは表紙ですね。 

 ２ページを御覧ください。当初予算編成のポ

イントを掲載しております。 

 今回の予算編成のテーマとしましては、未来

への新たな挑戦を掲げており、魅力ある選ばれ

る八代の実現を目指して取り組んでまいりま

す。 

 以下、３点について整理しておりまして、１

点目は、坂本町の復旧・復興と新型コロナウイ

ルス感染症対策の計画的な推進、２点目が、八

代市の未来を創る５つのビジョンの計画的な推

進、３点目が、持続可能な財政運営に向けた取

組を示しております。 

 ３点目の取組の中で２つ目の項目に、 優先

課題以外の事業に対するシーリングについて位

置づけております。義務的経費及び数年ごとに

行う経費を除いた経費に対しまして、令和２年

度当初予算における一般財源ベースの９０％と

する昨年度と同様のシーリング率を上限として

設定しております。 

 なお、部内・課内におけるシーリング率以上

の経費削減ができた場合には、いわゆるインセ

ンティブ予算として、削減額の２分の１を上限

とし、新たな事業等への活用を認めることにつ

いても昨年に引き続き行ってまいります。 

 次に、３ページをお願いします。 

 こちらは市長から各職員に対しましての訓示

でございます。前段には、昨年からの新型コロ

ナウイルス感染症や令和２年７月豪雨などの相

次ぐ未曽有の事態の発生がある中で、例年にな

い補正予算等による財政出動を行っている状況

であり、今後の持続可能な財政基盤の確立につ

いても留意していかなければならないこと、ま

た、今般、その指標となる中期財政計画の見直

しを行い、その中で、未来への新たな挑戦をテ

ーマとして、 優先課題である坂本町の創造的

復興や、アフターコロナを見据えた各分野にお

ける新たな取組を計画的に推進していくほか、

社会全体の様々な動きに乗り遅れることがない

よう、将来にわたり持続可能で誰からも選ばれ

るスマートシティやつしろを構築していけるよ

う、位置づけをしております。 

 そして、後段には、限られた一般財源枠にお

いて、それらを実現していくためには、これま

での事業内容等についても、真に必要である

か、より適切なやり方がないかをしっかり検討

し、前例や組織の垣根にとらわれることなく、

柔軟な発想とスピード感を持って、選択と集中

を常に意識しながら進めていく必要があること

を示し、このような趣旨の下において策定して

いる予算編成方針の内容を十分認識し、令和４

年度に向けて、八代のさらなる飛躍ができるよ

う、めり張りのある効率的な予算編成に取り組

んでいただきたいという内容になっておりま

す。 

 次に、４ページ、 後ですが、御覧くださ

い。 

 この文書は、予算規則に基づいた財務部長か

ら各部長等へ令和４年度予算編成方針を伝えた

文書でございます。内容は、国の状況、県の状

況、それらを踏まえて、本市の予算編成に当た

っての考えをまとめてございます。 

 中ほど、本市の考えの内容を申し上げます

と、ちょっとかぶる部分はありますが、本市に

おいては、未来への新たな挑戦をテーマとし

て、 優先課題である坂本町の復旧・復興と、

感染拡大への対応のほか、新たな基本政策であ

る八代市の未来を創る５つのビジョンについ

て、現在策定中の第２次八代市総合計画第２期

基本計画における重点戦略として位置づけ、計

画的に推進していくこととし、今回、そのこと

を踏まえ中期財政計画も見直しているが、併せ

て第三次八代市行財政改革大綱に基づく行財政
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改革等も着実に実行し、時代の変化に応じた行

政サービスの在り方をしっかりと検討する必要

があり、ビルド・アンド・スクラップの原則に

基づき財源を生み出す努力をしていくことで、

将来的にも持続可能な財政基盤の確立につなげ

ていくことが重要であるとしています。 

 後に、これらの考えで予算編成に当たるた

め、別に作成をしております、予算編成要領に

基づいて予算要求書を提出するようにという内

容になっております。この予算編成要領の掲載

はしておりませんが、要領の内容は、今まで申

し上げました予算編成のポイントを図や解説な

どを用いて示すほか、予算編成の日程、様式な

ど事務的な取扱いについて定めているものであ

るため省略をしております。 

 以上で、財政課からの中期財政計画と令和４

年度予算編成方針についての説明を終わりま

す。よろしくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） 本件について何か質

疑、御意見等はありませんか。 

○委員（堀 徹男君） まずは、すばらしい資

料をおつくりいただいてありがとうございまし

た。十分、後ほどですね、しっかり読ませてい

ただきたいなというふうに思っておりますが、

ちょっと何点か気づいたところだけですね、さ

らっとちょっと、今、お尋ねしたいんですけ

ど。 

 予算編成方針の中で、シーリングがですね、

今度も対前年比で９０％ということを掲げられ

ておりますが、たしか去年もそうだったし、お

ととしもそうだったと思うんですよね。たしか

そうだったと思います。 

 シーリングを対前年比９０％なり何なりとい

う、毎年、予算編成方針に位置づけられてき

て、何年ぐらいそのシーリングがたっているの

かなというのがまず１点とですね、そうなる

と、来年度の編成する予算の額というのは、そ

もそもその事業はシーリングが始まる前には幾

らあって、どれぐらいの削減に……。累計でで

すね。去年の９０、その前の９０ってずっと遡

っていけば、前はまだ相当あったんじゃないか

というのがあるんでしょうけど、その辺の資料

なんかというのがですね、あれば、１点教えて

いただきたいのと、もう１点がですね、中期財

政計画の中に、ふるさと納税を財源としてです

ね、見込まれてるというくだりがあったと思う

とですけど、ふるさと納税そのものは私も古嶋

委員長も一般質問していろいろ教えていただい

たところですが、なかなか財源として当て込む

には不確実というか、不安定な要素がたくさん

ある部分じゃないかなと思うんですよね。 

 それをあえて８億円という金額を、拘束され

ないというふうにはおっしゃったんですけど、

財源の計算するベースの中に持っていくには、

８億円という数字をですね、コンスタントに見

続けていくという可能性っていうのをどれぐら

いお持ちなのかなという、その２点ですね、を

ちょっと聞いて帰りたいなと思います。 

○財政課長補佐（吉永千寿君） まず、１点目

のシーリングが何年ぐらい続いているのかとい

うことですけども、毎年、ずっと合併以降は、

シーリングは毎年設定をしてきております。た

だシーリング率についてはですね、変動はあっ

てきておりますけれども、シーリング率を設定

していない年はないです。というのが、そこを

設定しないと青天井の要求になりかねないの

で、そういうことです。 

 あと、累計がですね、ちょっと今あれです

が、ちなみに去年のですね、令和３年度当初予

算編成するときのことでいきますと、９０％の

シーリング率の編成方針だったんですが、結

果、予算査定後としてはですね、９７.５％で

終わりまして、額として約２億１３００万円の

実際ベースの削減で終わったということでござ

います。 

 要求基準のシーリングに対してですね、各部
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からいろいろ予算要求が創意工夫で上がってき

ます。でも、実際、要求ベースではですね、や

っぱ基準を上回ってるところもありましてです

ね、査定をしていく上では精査していく上でも

悩ましいのがいっぱいありまして、どうしても

つけないといけないと言いつつ、ただ、限られ

た一般財源で収めないといけないという葛藤に

ありまして、ですが、電気料を一括入札にした

影響で抑えられてるものとか、あと、今言いま

したふるさと納税が上がってきてるということ

で、歳入を予定した一財以上に確保できるとい

う活用も含めましてですね、可能な限り事業費

の確保に努めていった結果が９７.５％だった

ということでございます。 

 あと、２つ目のふるさと納税の財源の話です

けれども、単年度５億円から８億円に上げたと

いうことですが、実際、この前の決算のとお

り、令和２年はふるさと納税が１２億円入って

ます。この１２億円がまだ今年も増えそうとい

う見込みも今言いましたけれども、１２億、１

５億、２０億円と増えていけばいいんですが、

ここもあまり高く見込み過ぎると、もし落ちて

きたときが財政計画上うまくいかないという形

になりますので、今８億というベースで試算を

入れております。 

 当然、ここより伸びてくれば、あと、返礼品

とかの返さんばん経費を除いた部分が実入りに

なりますので、そこ辺りの部分をうまく活用し

ていくと、限られた一般財源枠をもうちょっと

広げることができるということになりますの

で、そういうのを考えておりますので、ふるさ

と納税に力を入れて、いっぱい確保できればで

すね、可能性としては活用枠はある程度維持し

ていけるのかなと考えております。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。よろしいですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） 以上で八代市中期財

政計画等についてを終了いたします。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午前１１時５６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時５８分 本会） 

・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調査 

（第２次八代市総合計画第２期基本計画の策定

について） 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、第２次八代市総合計画第２期基本計画

の策定について、説明を願います。 

○企画政策課長（辻田美樹君） 皆さん、こん

にちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）企画

政策課の辻田と申します。よろしくお願いいた

します。それでは、着座にて説明をさせていた

だきます。 

 まずは、資料、第２次八代市総合計画第２期

本計画の策定についてを御覧ください。 

 まず、１ページ、表紙をおめくりいただきま

して２ページ目を見ていただきますと、まず、

基本計画の策定に当たって基本的な考え方など

を示した策定方針の抜粋を掲載しております。 

 １、計画策定の趣旨を記載しております。第

２次八代市総合計画は、平成３０年３月に策定

されており、総合計画に掲げる将来像の実現に

向け、まちづくりを進めているところです。本

市では多くの計画が策定されておりますが、そ

の中でも総合計画は 上位の計画として位置づ

けられるものでございます。 

 第２期基本計画の策定に当たっては、人口減

少や少子高齢化など様々な課題に加えまして、

昨年度発生しました令和２年７月豪雨災害や新

型コロナウイルス感染症の影響、ＳＤＧｓやＳ

ｏｃｉｅｔｙ５.０など新たな潮流への対応も

求められているところでございます。 

 このような状況の中、第１期基本計画の計画

期間が今年度で終了することから、将来にわた

って持続可能なまちづくりを行っていくため、
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令和４年度から７年度までの４年間を計画期間

とする第２期基本計画の策定を進めているとこ

ろです。 

 次に、２、計画の構成と期間につきまして、

ページの下の部分に総合計画の概要図を示して

おりますので、こちらで御確認いただきたいと

思います。 

 総合計画は、将来像や施策の大綱などを定め

た基本構想――図の三角形の部分と、その基本

構想を実現するための手段として、基本的な施

策などを定めた土台となる基本計画の２層で構

成されております。 

 計画期間につきましては、基本構想は８年

間、基本計画は第１期、第２期の各４年間とな

っております。今回策定を行っておりますの

は、右下、赤の点線で囲んでおります第２期基

本計画の部分となります。 

 それでは、次のページを御覧ください。 

 ３、基本構想についてになりますが、現行の

基本構想につきましては、第２次総合計画策定

時に、８年間における行政運営などの基本的な

指針として議決を経た上で位置づけられている

ものであり、第２期基本計画においても現行の

基本構想を維持することとしております。 

 ページの中ほどに基本構想の体系図を示して

おりますので、御確認ください。将来像の下に

５つの基本目標、さらに施策の大綱、政策が定

められております。第２期基本計画では、この

体系図に従い、分野や施策の設定を行っており

ます。 

 次に、４、計画策定の視点についてですが、

大きく５つの視点を挙げております。 

 １点目の実効性のある計画では、現状把握と

課題の明確化を行うこと、そして、施策の進捗

管理のため、ＫＰＩなどの成果目標の設定を行

うことを挙げております。 

 次のページを御覧ください。２点目の持続可

能な行財政運営を推進する計画では、今後４年

間において重点的に取り組んでいく施策を明確

にするため重点戦略を策定することや、既存の

施策、事業について、ＳＤＧｓやＳｏｃｉｅｔ

ｙ５.０などの新たな視点も取り入れながら、

必要な見直しを行っていくこととしておりま

す。 

 また、３点目から５点目では、第２期総合戦

略と調和した計画とすることや、広く市民の声

を計画に反映させること、さらには、誰にとっ

ても分かりやすく親しみやすい計画の策定を行

うことを挙げております。 

 次に、５、策定体制について御説明いたしま

す。これにつきましては、次のページを御覧く

ださい。 

 ５ページの中ほどに策定体制図を載せており

ます。図の右側に庁内体制を記載しておりま

す。３つの庁内組織――策定委員会、起案委員

会、起案専門部会でそれぞれ検討を行い、計画

原案の策定を進めております。また、図の左側

のほうに、計画策定に当たっての市民参画の部

分を記載しております。市民アンケート、パブ

リックコメント、その他としまして市民団体の

ヒアリングやメッセージ募集などを行っており

ます。また、案ができた段階でパブリックコメ

ントを行った上で、計画策定を行ってまいりま

す。 

 図の左上に策定審議会を記載しております

が、これは学識経験者などの外部委員で構成さ

れるもので、庁内組織で作成した計画原案を審

議し、市長への答申を行っていただくこととし

ております。 

 次に、６、今後の主なスケジュールについて

ですが、現在、計画素案の取りまとめを進めて

おります。 

 来年１月に、外部委員による策定審議会に対

しまして、計画案の諮問、審議をお願いしたい

と考えております。それと同時並行で、パブリ

ックコメントの実施、総務委員会の委員の皆様
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への情報提供を行わせていただき、その後、２

月に策定審議会から計画案に対する答申をいた

だいた上で、計画の決定を行うこととしており

ます。３月の総務委員会では、策定しました第

２期基本計画について、新たな重点戦略と併せ

て報告させていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 次に、第２期基本計画の概要について説明い

たします。 

 資料６ページ、横に長いカラフルな資料にな

りますけど、そちらを御覧いただきたいと思い

ます。こちらの資料では、これまでの作業で決

定しております第２期基本計画の体系をお示し

しております。 

 資料の左側には、先ほど御説明いたしました

令和７年度までのまちづくりの基本的な方針を

示した基本構想を記載しております。赤い帯状

のタイトルで示された部分が基本構想となって

おります。第２期基本計画として今回策定作業

を行っておりますのが、資料右側、青い帯状の

タイトルで示された部分になります。 

 第２期基本計画では、基本構想に基づき、分

野及び具体的な施策を設定しております。全部

で４７の施策を設定しており、それぞれの施策

ごとに、今後４年間でどういう取組をしていく

のかといった施策の内容を、現在、取りまとめ

を行っているところでございます。 

 この分野及び施策の体系の第１期の基本計画

からの見直し内容につきましては、次の資料７

ページを御覧ください。こちらの資料が第１期

の基本計画の施策体系と比較した資料になりま

す。 

 まず、施策体系の見直しに当たっての考え方

を資料の上段に記載しておりますので、説明さ

せていただきます。 

 考え方のポイントとしまして、①分かりやす

く親しみやすい計画にするために、施策体系の

スリム化を行っております。②坂本町の復旧・

復興など喫緊の課題にも対応できるように、施

策（分野）の追加や集約、分割を行っておりま

す。③施策ごとの達成状況や成果を計るため

に、成果指標を設定し、進捗管理を行うことと

しております。 

 以上の観点から施策の集約、追加などを行い

まして、第１期では全部で１０１の施策を設定

しておりましたが、第２期では４７の施策に見

直しを行っております。 

 このような考え方に基づきまして、先ほどお

示しした第２期の基本計画体系案を作成し、現

在、具体的な取組内容の検討作業を行っている

ところです。 

 見直しの考え方の下にお示しています表が比

較表になります。左側から基本構想部分、その

次に分野、そして、第１期基本計画における１

０１の施策、そして、一番右側が第２期基本計

画における４７の施策となっております。 

 見ていただいてお分かりになるとおり、施策

の数としては減ってはおりますが、取組が減っ

たということではなく、より柔軟に取組を進め

るために施策の集約等を行っていると御理解い

ただきたいと思います。 

 また、現在、策定作業を進めておりますの

で、施策の名称等につきましては、内容を検討

していくに当たって今後変更する可能性もござ

います。 

 先ほども申し上げましたが、３月の総務委員

会では、策定しました第２期基本計画につい

て、重点戦略と併せて報告させていただきたい

と考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 以上、簡単ではありますが、第２期八代市総

合計画第２期基本計画の策定についての説明と

させていただきます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

○委員長（古嶋津義君） 本件について何か質

疑、御意見等はありませんか。 
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○委員（山本敬晃君） 第１期のですね、基本

計画の目標項目とですね、その目標値が多分設

定されてたと思うんですけども、それの達成状

況というか、 終的な結果というのはいつ分か

る予定ですか。 

○企画政策課長（辻田美樹君） 第１期につき

ましては今年度までが期間になるんですけれど

も、今年、検証作業を行っておりまして、その

結果につきましては施策ごとに取りまとめを行

い、今後、ホームページに公表することとして

おります。 

○委員（山本敬晃君） 具体的な、大体ここぐ

らいまでにはできるというのはまだ分からない

ですか。目標に対する達成状況というか。 

○企画政策課長（辻田美樹君） 今年度検証し

た作業については取りまとめがほぼ終わってお

りますので、年内には公表ができるかと思って

おります。 

○委員長（古嶋津義君） いいですか。 

○委員（山本敬晃君） 大丈夫です。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で第

２次八代市総合計画第２期基本計画の策定につ

いてを終了いたします。 

 執行部は御退席ください。 

（執行部 退席） 

○委員長（古嶋津義君） そのほか当委員会の

所管事務調査について何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で所

管事務調査２件についての調査を終了いたしま

す。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

て、お諮りをいたします。 

 当委員会の所管事務調査２件については、な

お調査を要すると思いますので、引き続き、閉

会中の継続調査の申し出をいたしたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた

しました。これをもって、総務委員会を散会い

たします。お疲れさまでございました。 

（午後０時１０分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和３年１２月１５日 

総務委員会 

委 員 長 
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